
一
　
担
当
者
会
議
開
催
の
目
的

ア
ジ
ア
諸
国
に
お
い
て
は
、
専
門
能
力
を
持
つ

士
気
の
高
い
公
務
員
が
行
政
を
担
う
よ
う
、
公
正

で
能
率
的
な
仕
組
み
の
構
築
に
向
け
た
改
革
が
進

め
ら
れ
て
お
り
、
経
済
成
長
を
経
て
成
熟
し
た
我

が
国
の
公
務
員
制
度
に
強
い
関
心
が
寄
せ
ら
れ
て

い
ま
す
。
人
事
院
で
は
、
こ
う
し
た
ニ
ー
ズ
に
対

し
、
ア
ジ
ア
諸
国
の
公
務
員
制
度
改
革
や
人
材
育

成
を
継
続
的
に
支
援
し
、相
互
に
学
ぶ
と
と
も
に
、

人
事
行
政
担
当
機
関
と
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
拡
大

を
図
る
た
め
、
平
成
二
九
年
度
か
ら
、
担
当
者
会

議
を
開
催
し
て
い
ま
す
。

第
三
回
と
な
る
令
和
元
年
度
は
、
イ
ン
ド
ネ
シ

ア
、
マ
レ
ー
シ
ア
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
、
フ
ィ
リ
ピ
ン

及
び
タ
イ
の
五
か
国
か
ら
人
事
行
政
の
専
門
家

（
主
に
課
長
級
）
を
招
へ
い
し
ま
し
た
。
ミ
ャ
ン

マ
ー
か
ら
の
招
へ
い
は
本
年
度
が
初
め
て
で
し
た
。

今
回
の
会
議
で
は
、
共
通
テ
ー
マ
を
「
公
務
に

お
け
る
国
民
の
信
頼
確
保
（B

uilding and 
Prom

oting Public T
rust in the C

ivil 
Service)

」
と
設
定
し
た
上
で
、
日
本
を
含
め
各

国
の
発
表
、
質
疑
応
答
、
全
体
討
議
を
行
い
、
相

互
に
理
解
を
深
め
ま
し
た
。

二  

発
表
・
討
議
プ
ロ
グ
ラ
ム

二
日
間
に
わ
た
り
、
日
本
を
含
む
各
国
参
加
者

か
ら
の
発
表
、
質
疑
応
答
及
び
討
議
の
形
式
で
、

議
論
を
進
め
ま
し
た
。
司
会
・
進
行
は
、
前
年
度

に
引
き
続
き
、
川
村
晃
一
（
か
わ
む
ら
・
こ
う
い

ち
）
ジ
ェ
ト
ロ
・
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
学
術
情
報

セ
ン
タ
ー
主
査
に
依
頼
し
、
ア
ジ
ア
各
国
か
ら
の

専
門
家
と
人
事
院
職
員
を
含
め
て
十
数
名
が
参
加

し
ま
し
た
。

最
初
に
日
本
側
か
ら
、
岸
本
康
雄
（
き
し
も
と

・
や
す
お
）
国
家
公
務
員
倫
理
審
査
会
事
務
局
首

席
参
事
官
が
発
表
者
を
務
め
、
日
本
の
国
家
公
務

員
倫
理
法
及
び
倫

理
規
程
の
制
定
経

緯
、
近
年
の
課
題

や
取
組
に
つ
い
て

説
明
し
ま
し
た
。

日
本
の
公
務
組
織

に
お
い
て
は
、
内

輪
の
論
理
に
目
が
向
い
て
し
ま
い
、
外
部
か
ら
見

た
視
点
に
欠
け
が
ち
に
な
る
と
い
う
文
化
的
背
景

が
あ
る
一
方
、
集
団
的
な
組
織
・
人
事
管
理
は
倫

理
保
持
に
有
効
な
側
面
も
あ
る
、
と
い
う
見
解
が

示
さ
れ
ま
し
た
。

発
表
に
続
く
質
疑
応
答
・
討
議
の
中
で
、
各
国

は
、
い
わ
ゆ
る
「
お
土
産
文
化
」
は
ど
こ
の
国
に

も
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
、
そ
う
し
た
人
間

同
士
の
交
流
に
お
い
て
発
生
す
る
自
然
と
も
い
え

る
行
為
を
倫
理
法
や
規
則
で
縛
る
こ
と
の
難
し

さ
、規
制
の
在
り
方
等
に
つ
い
て
議
論
し
ま
し
た
。

令和元年10月１日（火）から３日（木）までの３日間、人事院において、第３回アジア諸国人事行政担当者会議
を開催しました。
本会議では、インドネシア、マレーシア、ミャンマー、フィリピン及びタイの５か国の人事行政担当機関から

課長級を中心とした専門家を招き、「公務における国民の信頼確保」を共通テーマに、各国の取組や課題につい
て情報共有し、意見交換を行いました。本稿ではその概要を御紹介します。

国際課

令和元年度アジア諸国人事行政担当機関職員招へい事業
第３回アジア諸国人事行政担当者会議
～公務における国民の信頼確保～
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三
　
各
国
か
ら
の
発
表
概
要
（
発
表
順
に
紹
介
）

フ
ィ
リ
ピ
ン

ロ
ド
ル
フ
ォ
・
エ
ン
カ
ホ
ナ
ー
ド
　
フ
ィ
リ
ピ
ン

人
事
委
員
会
人
事
政
策
・
基
準
局
長

フ
ィ
リ
ピ
ン
共
和
国
憲
法
は
、「
公
務
員
は
常

に
人
々
に
対
し
て
誠
実
に
尽
く
さ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
」
と
謳
っ
て
い
る
。
フ
ィ
リ
ピ
ン
は
、
長
期

発
展
計
画
に
お
い
て
二
〇
四
〇
年
ま
で
に
貧
困
層

を
な
く
し
、
全
て
の
人
々
に
安
定
し
た
生
活
を
保

障
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
お
り
、
公
務
組
織
も
そ

の
た
め
に
強
化
が
必
要
で
あ
る
。人
事
委
員
会
は
、

中
央
人
事
行
政
機
関
と
し
て
、
一
人
一
人
の
公
務

員
が
ヒ
ー
ロ
ー
（「Servant-H

ero

」）
に
な
る

た
め
の
様
々
な
施
策
を
主
導
し
て
い
る
。

「
公
務
員
職
務
倫
理
規
程
」
で
は
、
公
務
員
と

し
て
順
守
す
べ
き
内
容
や
罰
則
を
掲
げ
る
ば
か
り

で
な
く
、
模
範
的
な
職
員
を
表
彰
し
報
奨
を
与
え

る
制
度
等
を
盛
り
込
ん
で
い
る
。
ま
た
、「
反
官

僚
主
義
法
（A

nti-Red Tape A
ct)

」
に
よ
り
、

行
政
の
効
率
性
に

対
す
る
評
価
制
度

も
設
け
て
い
る
。

真
に
国
民
中
心
の

「
高
度
信
頼
社
会
」

を
築
く
よ
う
努
力

を
続
け
て
い
る
。

タ
イ

カ
モ
ン
ラ
ッ
ク
・
オ
ー
ン
ア
ー
リ
ー
　
タ
イ
人
事

委
員
会
事
務
局
メ
リ
ッ
ト
シ
ス
テ
ム
保
護
課
長

公
務
へ
の
信
頼
は
、
職
員
一
人
一
人
の
倫
理
的

な
行
動
に
加
え
、
メ
リ
ッ
ト
シ
ス
テ
ム
（
資
格
任

用
制
）
が
あ
っ
て

成
り
立
つ
も
の
と

考
え
る
。

タ
イ
で
は
、
倫

理
基
準
を
所
管
す

る
組
織
（
倫
理
基

準
委
員
会
）
と
、

懲
戒
処
分
を
行
う
組
織
（
各
府
省
）、
不
服
申
立

て
や
苦
情
を
審
査
す
る
組
織
（
メ
リ
ッ
ト
シ
ス
テ

ム
保
護
委
員
会
）
を
明
確
に
分
け
て
い
る
。
メ

リ
ッ
ト
シ
ス
テ
ム
保
護
委
員
会
は
、
人
事
委
員
会

の
下
部
組
織
の
う
ち
、
司
法
的
な
役
割
が
二
〇
〇

八
年
に
分
離
・
独
立
し
た
も
の
で
あ
る
。

倫
理
規
程
の
運
用
に
当
た
っ
て
は
、
ど
の
よ
う

な
懲
罰
又
は
報
奨
を
与
え
る
か
、
高
年
齢
の
職
員

の
意
識
を
ど
う
変
え
る
か
な
ど
、
現
実
的
な
課
題

が
多
い
。今
後
、人
工
知
能
（
Ａ
Ｉ
）
を
使
っ
て
、

時
代
に
即
し
た
倫
理
的
行
動
を
分
析
し
て
い
く
こ

と
や
、
新
た
な
世
代
へ
の
ア
ピ
ー
ル
方
法
も
検
討

し
て
い
く
予
定
で
あ
る
。

ミ
ャ
ン
マ
ー

キ
ン
・
サ
ン
・
ユ
　
ミ
ャ
ン
マ
ー
連
邦
公
務
院
公

務
員
研
修
所
（
上
流
域
）
研
修
部
長

ミ
ャ
ン
マ
ー
で
は
、
民
政
に
移
管
し
た
二
〇
一

一
年
以
降
、
国
民
中
心
の
公
務
員
制
度
改
革
が
進

め
ら
れ
、
連
邦
公
務
院
（
各
国
の
人
事
委
員
会
に

相
当
）
が
発
足
し
た
。公
務
員
研
修
所
で
は
、個
々

の
職
員
の
行
政
遂
行
能
力
や
勤
労
意
欲
を
高
め
る

た
め
の
取
組
を
行
っ
て
い
る
。

倫
理
意
識
を
高
め
る
こ
と
と
、
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ

ン
を
高
め
る
こ
と
は
密
接
に
関
連
し
て
い
る
。

ミ
ャ
ン
マ
ー
で
は
、
給
与
水
準
が
低
い
と
い
う
問

題
は
あ
る
が
、
昇
進
管
理
、
勤
務
時
間
・
休
暇
、

福
利
厚
生
、
研
修
な
ど
の
面
を
充
実
さ
せ
て
き
て

お
り
、
公
務
員
で
あ
る
こ
と
を
誇
り
に
思
う
者
は

多
い
。

一
口
に
「
公
務

の
信
頼
」
と
言
っ

て
も
、
国
民
か
ら

公
務
へ
の
信
頼
だ

け
で
な
く
、
公
務

員
か
ら
国
民
へ
の

信
頼
、
公
務
組
織
間
の
信
頼
な
ど
も
あ
り
、
多
面

的
で
あ
る
と
思
う
。
近
年
の
民
主
化
の
プ
ロ
セ
ス

の
中
で
、「
信
頼
」
と
い
う
価
値
観
は
ま
す
ま
す

重
要
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
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マ
レ
ー
シ
ア

ノ
ル
バ
ヤ
・
オ
ス
マ
ン
　
マ
レ
ー
シ
ア
公
務
員
庁

給
与
部
人
事
・
施
設
担
当
課
長

二
〇
一
八
年
の
政
権
交
代
を
機
に
、「
新
し
い

マ
レ
ー
シ
ア
」
を
目
指
し
た
政
策
が
始
ま
っ
て
い

る
。国

民
の
信
頼
確
保
の
た
め
の
取
組
は
従
前
か
ら

行
わ
れ
て
い
た
が
、
二
〇
一
八
年
に
は
「
ガ
バ
ナ

ン
ス
・
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
・
汚
職
防
止
セ
ン
タ
ー

（
Ｇ
Ｉ
Ａ
Ｃ
Ｃ
）」
が
で
き
、
二
〇
二
三
年
ま
で

五
年
間
の
「
国
家
汚
職
防
止
計
画
（
Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｐ
）」

を
策
定
し
た
。Ｇ
Ｉ
Ａ
Ｃ
Ｃ
は
、大
臣
＝
政
治
家
、

各
省
庁
＝
公
的
セ
ク
タ
ー
、
企
業
＝
民
間
セ
ク

タ
ー
の
三
者
で
構
成
し
、
汚
職
事
案
の
監
視
や
評

価
を
行
っ
て
、
内
閣
に
報
告
し
て
い
る
。

こ
の
一
年
だ
け
で
、
各
国
際
機
関
・
格
付
け
団

体
が
実
施
し
て
い
る
信
頼
度
調
査
に
お
い
て
、
マ

レ
ー
シ
ア
の
ラ
ン
ク
は
か
な
り
改
善
し
た
。
今
後

も
、
汚
職
の
な
い
国
家
を
目
指
し
、「
政
治
的
ガ

バ
ナ
ン
ス
、
イ
ン

テ
グ
リ
テ
ィ
、
ア

カ
ウ
ン
タ
ビ
リ

テ
ィ
」
を
掲
げ
、

国
を
挙
げ
て
取
り

組
ん
で
い
く
。

イ
ン
ド
ネ
シ
ア

ヌ
ル
ハ
ス
ニ
・
ア
ヌ
ワ
ル
　
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
人
事

委
員
会
副
コ
ミ
ッ
シ
ョ
ナ
ー

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
は
、
世
界
経
済
の
中
で
競
争
力

を
増
し
て
お
り
、「
政
府
の
効
率
性
指
標
」
の
ラ

ン
ク
も
上
が
っ
て
き
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

公
務
員
倫
理
に
関
し
て
は
課
題
が
多
い
。

人
事
委
員
会
は
、
二
〇
一
四
年
国
家
公
務
員
法

に
基
づ
き
、
政
治
の
介
入
を
受
け
な
い
中
立
・
独

立
機
関
と
し
て
設

置
さ
れ
た
。
各
省

庁
に
お
け
る
メ

リ
ッ
ト
シ
ス
テ
ム

の
運
用
状
況
と
併

せ
、
倫
理
規
則
の

運
用
状
況
を
監
督

す
る
権
限
を
持
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
倫
理
の
部

内
規
程
が
整
備
さ
れ
て
い
る
行
政
機
関
は
い
ま
だ

少
な
く
、
そ
の
徹
底
を
急
い
で
い
る
。

よ
り
厳
格
な
懲
戒
制
度
や
、
内
部
通
報
制
度
の

整
備
、
よ
り
実
効
性
の
あ
る
監
督
・
評
価
制
度
な

ど
を
検
討
し
て
い
る
が
、
制
度
面
だ
け
で
な
く
、

職
員
ら
が
倫
理
を
重
ん
じ
る
風
土
を
ど
の
よ
う
に

作
っ
て
い
く
か
が
課
題
。
そ
の
た
め
、
ロ
ー
ル
モ

デ
ル
と
な
る
指
導
者
が
必
要
か
も
し
れ
な
い
。

四
　
質
疑
応
答
・
討
議
の
概
要

川
村
氏
の
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
下
、
各
国

間
に
お
い
て
活
発
な
質
疑
応
答
・
討
議
が
展
開
さ

れ
ま
し
た
。
東
南

ア
ジ
ア
各
国
が
民

主
化
の
道
を
歩
み

始
め
、
公
務
員
に

専
門
性
と
中
立
性

が
求
め
ら
れ
る
中

で
、
政
治
と
の
関

係
、
民
間
と
の
関

係
が
い
か
に
あ
る

べ
き
か
等
が
議
論

さ
れ
ま
し
た
。

川
村
氏
は
、
各

国
か
ら
の
発
表
内

容
を
踏
ま
え
、
次
の
よ
う
に
総
括
し
ま
し
た
。

「
国
民
の
信
頼
確
保
の
た
め
に
必
要
な
観
点
と

し
て
は
、
①
説
明
責
任
・
透
明
性
、
②
イ
ン
テ
グ

リ
テ
ィ
（
清
廉
性
）、
③
効
率
性
の
三
つ
が
あ
る
。

こ
の
三
つ
を
同
時
に
満
た
す
た
め
に
、
各
国
が
更

に
努
力
す
べ
き
こ
と
は
何
で
あ
る
か
。
倫
理
規
則

の
制
定
・
運
用
は
受
動
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る

が
、
公
務
員
を
様
々
な
外
的
影
響
力
か
ら
守
る
バ

リ
ア
の
役
割
も
果
た
し
て
い
る
。
よ
り
能
動
的
な

ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
は
、
職
員
に
対
す
る
研
修
や

報
奨
な
ど
が
あ
る
。
行
政
の
Ｉ
Ｔ
化
や
市
民
社
会
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と
の
協
働
も
有
効
で
あ
ろ
う
。」

最
後
に
、
倫
理
が
外
か
ら
強
制
さ
れ
る
こ
と
な

く
、
一
人
一
人
が
自
発
的
に
考
え
る
よ
う
に
な
る

た
め
に
何
を
す
べ
き
か
に
つ
い
て
全
体
で
意
見
を

交
わ
し
、「
我
々
の
国
で
は
、
良
い
人
間
に
な
る

よ
う
に
と
小
さ
な
頃
か
ら
教
育
さ
れ
る
」（
タ

イ
）、「
神
が
自
分
を
見
て
い
る
と
い
う
意
識
が
あ

る
」（
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
）
と
い
っ
た
よ
う
に
、
各

国
の
文
化
を
窺
い
知
る
機
会
も
あ
り
ま
し
た
。

五
　
そ
の
他
の
プ
ロ
グ
ラ
ム

人
事
院
公
務
員
研
修
所
（
埼
玉
県
入
間
市
）
を

訪
問
し
、
同
研
修
所
に
お
い
て
課
長
級
を
含
む
各
府

省
職
員
に
対
す
る
倫
理
研
修
を
長
年
に
わ
た
り
行
っ

て
い
る
、
阿
久
澤

徹
（
あ
く
ざ
わ
・

と
お
る
）
政
策
研

修
分
析
官
と
の
講

義
・
討
議
の
機
会

を
設
け
ま
し
た
。

倫
理
研
修
に
は

大
き
く
分
け
て
「
ル
ー
ル
ベ
ー
ス
ト
・
ア
プ
ロ
ー

チ
」（
消
極
的
公
務
員
倫
理
）
と
「
イ
ン
テ
グ
リ

テ
ィ
・
ア
プ
ロ
ー
チ
」（
積
極
的
公
務
員
倫
理
）

の
二
つ
の
考
え
方
が
あ
り
、
同
研
修
所
の
研
修
で

は
後
者
を
採
用
し
て
い
る
と
の
説
明
が
あ
り
ま
し

た
。
こ
れ
は
、
前
日
ま
で
の
発
表
・
討
議
か
ら
見

え
る
方
向
性
に
沿
っ
た
内
容
で
も
あ
り
、
各
国
か

ら
は
、「
我
々
は
、
ど
う
す
れ
ば
職
員
に
倫
理
意

識
を
浸
透
さ
せ
ら
れ
る
か
で
悩
ん
で
い
る
」、

「
コ
ー
チ
ン
グ
や
メ
ン
タ
リ
ン
グ
と
い
っ
た
手
法

も
あ
る
」、「
公
務
員
倫
理
の
よ
う
な
テ
ー
マ
な

ら
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の
国
々
が
共
同
で
研
修
を
実
施

す
る
こ
と
も
で
き
る
と
思
う
」
と
い
っ
た
具
体
的

な
感
想
や
意
見
が
あ
り
ま
し
た
。

そ
の
他
、
三
日
間
の
招
へ
い
期
間
の
中
で
、
人

事
院
事
務
総
長
へ
の
表
敬
、
事
務
総
局
幹
部
と
の

意
見
交
換
会
等
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
実
施
し
、
東
南

ア
ジ
ア
各
国
の
人
事
行
政
担
当
機
関
と
の
組
織
的

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
強
化
を
図
り
ま
し
た
。

六
　
成
果
と
今
後
へ
の
期
待

各
国
か
ら
は
、今
回
の
招
へ
い
事
業
に
つ
い
て
、

大
変
有
意
義
で
あ
っ
た
と
の
感
想
が
寄
せ
ら
れ
ま

し
た
。い
ず
れ
の
参
加
者
も
、今
回
議
論
し
た
「
国

民
の
信
頼
確
保
」
は
、
ど
の
国
に
も
重
要
な
テ
ー

マ
で
あ
り
、
相
互
に
学
び
合
う
こ
と
は
非
常
に
有

益
で
あ
る
と
評
し
て
い
ま
し
た
。

他
方
で
、
発
表
や
討
議
に
お
け
る
時
間
的
制
約

が
大
き
く
、
十
分
に
深
い
議
論
が
で
き
な
か
っ
た

と
い
う
感
想
も
複
数
あ
り
ま
し
た
。

人
事
院
と
し
て
は
、
当
事
業
を
継
続
的
に
実
施

し
て
い
く
こ
と
に
よ
り
、
ア
ジ
ア
各
国
と
の
情
報

共
有
、
相
互
理
解
を
一
層
深
化
及
び
強
化
さ
せ
て

い
く
と
同
時
に
、プ
ロ
グ
ラ
ム
の
内
容
に
つ
い
て
、

参
加
各
国
が
よ
り
多
く
の
成
果
を
持
ち
帰
れ
る
よ

う
、
検
討
及
び
改
善
を
重
ね
た
い
と
考
え
て
い
ま

す
。
そ
し
て
、
当
事
業
を
含
め
た
様
々
な
国
際
関

係
業
務
を
通
じ
て
、
効
果
的
な
人
事
行
政
施
策
の

展
開
を
図
っ
て
ま
い
り
ま
す
。

各国からの人事行政の専門家と森永事務総長（右側中央）
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